
希硫酸（27%～80%以下） 1 / 10

                                作成日/改訂日2017.01.01

安全データーシート
             

１．化学品及び会社情報

化学品の名称 ： 希硫酸（27%～80%以下）

会 社 名 ： 株式会社ライフ

住 所 ： 滋賀県米原市高溝 236 番地の 8

担当部門 ： ケミカル事業部

電話番号 ： 0749-52-5591

ＦＡＸ番号 ： 0749-52-2519

緊急連絡先の電話番号 ： 株式会社 ライフ

                                            

２．危険有害性の要約

重要危険有害性及び影響

         危険性 ： 爆発性、引火性いずれも無いが、密閉容器内で硫酸によ

って鉄が侵され、水素が発生した場合は、引火、爆発の

危険があり、また、高濃度の硫酸が有機物と接触すると

発火の恐れがある

         有害性 ： 皮膚に接触すると重度の薬傷を起こし、目に入れば失明

することもある。飲み込んだ場合は死亡することもある。

加熱した硫酸から出る蒸気を多量に吸入すると上気道か

ら肺組織の損傷を受けることがある。硫酸の蒸気又はミ

ストを繰返し吸入することにより慢性の上気道炎、又は

気管支炎を起こすことがある。また、歯の表面の黒変や

歯牙酸食症を起こすこともある。

特有の危険有害性

    ・劇物 (毒物及び劇物取締法施行令)

         ・腐食性物質(危険物船舶運送及び貯蔵規則、港則法施行規則、航空法施行規則)

         ・その他の有害性(特定化学物質障害予防規則 第３類物質)

    

【ＧＨＳ分類】

物理化学的危険性

火薬類  ： 分類対象外

可燃性・引火性ガス ： 分類対象外

可燃性・引火性エアゾール ： 分類対象外

支燃性：酸化性ガス ： 分類対象外

高圧ガス ： 分類対象外

引火性液体 ： 区分外

可燃性固体 ： 分類対象外

自己反応性物質および混合物 ： 分類対象外

自然発火性液体  ： 区分外

自然発火性固体 ： 分類対象外

自己発熱性物質及び混合物 ： 区分外

水反応可燃性化学品 ： 分類対象外

酸化性液体 ： 区分外

酸化性固体  ： 分類対象外

有機過酸化物 ： 分類対象外



希硫酸（27%～80%以下） 2 / 10

金属腐食性物質  ： 区分 1

健康有害性

急性毒性（経口） ： 区分５

急性毒性（経皮） ： 分類できない

急性毒性(吸入 : ガス) ： 区分対象外

急性毒性(吸入 : 蒸気) ： 区分対象外

急性毒性(吸入 : 粉塵.ミスト) ： 区分２

皮膚腐食性・刺激性    ： 区分 1Ａ-１Ｃ

眼に対する重篤な損傷性・眼刺激性 ： 区分１

呼吸器感作性 ： 分類できない

皮膚感作性 ： 区分外

生殖細胞変異原生 ： 分類できない

発がん性  ： 分類できない

生殖毒性 ： 区分外

標的臓器・全身毒性（単回暴露） ： 区分１（呼吸器系）

標的臓器・全身毒性（反復暴露） ： 区分１（呼吸器系）

吸引性呼吸器有害性  ： 分類できない

環境有害性

水生環境急性有害性 ： 区分３

水生環境慢性有害性  ： 区分外

  【ＧＨＳラベル要素】  絵表示またはシンボル  

  

注意喚起語  ：危険

危険有害性情報 ：飲み込むと有害のおそれ

：粉塵・ミストを吸入すると生命に危険

：重篤な皮膚の薬傷・目の損傷

：臓器（呼吸器系）の障害

：長期又は反復暴露により臓器（呼吸器系）の障害

：水生生物に有害

注意書き

【安全対策】 ： 換気の良い場所で取扱う。換気の悪い場所ではガスや蒸

気を吸入しないように呼吸器系保護具を着用する。直接

体に触れないように必ず適切な保護具を着用し、かつ作

業場付近に十分な水を用意しておく。

： 硫酸容器の栓を外す時には、硫酸の噴出の恐れのないよ

うに徐々にゆるめ､顔や手を近づけないようにする。ま

た､容器は破損しないように注意して取り扱う

： 硫酸を希釈するときは、必ず水を撹拌しながら硫酸を少

量ずつ加える。

： 硫酸の入っている鋼製容器の中では水素は発生する恐れ

があるからその近くで火の使用は禁止する。

【対応】 ： 目に入った場合は、直ちに多量の水を用いて１５分間以

上洗い続ける。その後医師の診断を受ける。コンタクト
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レンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。そ

の後も洗浄を続けること。

： 皮膚に付着した場合は、直ちに多量の水で洗い続け、医

師の診断を受ける。

： 硫酸ミスト又は蒸気を吸入した場合は、直ちに空気の新

鮮な場所に移し、休息させ、医師の診断を受ける。

： 飲み込んだ場合は、多量の水を飲ませ、医師の診断を受

ける。その際、硫酸を吐かせようとしてはならない。

【保 管】 ： 施錠し保管すること。

： 小型容器では、直射日光を避けてなるべく冷暗所に貯蔵

し、ドラムの貯蔵が長期にわたるときは、毎週１回程度

ガス抜きをする。

： 硫酸が漏出しても地下に浸透しないように床は耐酸材料

で施工する。

： 濃度の薄い硫酸は、鉄を溶かす性質があるから、保管は

鉛またはプラスチックス等の耐酸材料を使用した容器を

用いる。

： 他の薬品、有機物などから遠ざけて貯蔵する。

【廃 棄】 ： 消石灰などで中和してから「廃棄物の処理及び清掃に関

する法律」に従って廃棄する。

                                            

３．組成及び成分情報

化学物質・混合物の区分 ： 混合物（水溶液）

化学名 ： 硫酸

濃度又は濃度範囲 ： 硫酸分として２７%以上８０%以下

化学式又は構造式 ： Ｈ２ＳＯ４

官報公示整理番号 ： １－４３０（化審法）,６１３(安衛法)

CAS 番号 ： ７６６４－９３－９

                                            

４．応急措置

吸入した場合 ： 硫酸ミスト又は蒸気を吸入したときは、直ちに患者を毛

布等にくるみ、新鮮な空気が得られる場所に移し、医師

の診断を受ける。

皮膚に付着した場合 ： 直ちに多量の流水で十分に洗い続け、医師の診断を受け

る。この場合、アルカリ液などを用いて硫酸を中和して

はならない。部分的に硫酸の付着した衣服は直ちに全部

脱ぎ取り、多量に付着した時は多量の水で洗い流した後、

衣服を脱ぎ取る方が良い。重度の薬傷あるいは広範囲に

わたる薬傷の場合には、速脈、発汗、虚脱のようなショ

ック症状を起こす恐れが大きい。このような症状が現れ

た場合には患者の背を下にして寝かせ、医師を呼ぶ。医

師の指示なしに油類や塗り薬を薬傷部に塗ってはならな

い。

目に入った場合 ： 直ちに多量の水を用いて15分以上洗い続けなければなら

ない。その際、眼瞼を指でよく開いて、眼球、眼瞼のす

みずみまで水がよく行きわたる様に洗い、出来るだけ早

く医師の診断を受ける。

飲み込んだ場合 ： 意識の明瞭なときは、元気付けて口を多量の水で洗わせ

た後、出来れば卵白を混ぜた牛乳を飲ませ、医師の診断
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を受ける。直ちにこのような処置がとれない場合には多

量の水を飲ませる。その際硫酸を吐かせようとしてはな

らない。意識を失っているときは、何も与えないで医師

に任せる。

                                            

５．火災時の措置

消火剤 ： 霧状の水、泡、消火液、不燃性ガス、粉末消火剤が有効で

ある。

使ってはならない消化剤 ： データなし

特有の危険有害性 ： 不燃性であるが、加熱されると腐食性及び毒性のヒューム

を発生する恐れがある。水分や水に接触すると、可燃性物

質の発火に十分な熱を発生する。

特有の消火方法 ： 硫酸自体は不燃性であり、助燃性もないが、硫酸を取り扱

う作業所などでの火災は、霧状の水などを用いる消火器を

使用して消火するのがよい。棒状の水を噴射するものは、

硫酸飛沫を飛ばす恐れがあるから注意して使用する。容器

周辺の火災の場合は、速やかに容器を安全な場所に移す。

移動不可能な場合は、容器及び周囲に散水して冷却する。

消火の際は保護手袋、保護衣を着用し、眼、鼻、口を覆う

顔面保護具(ホースマスクなど)を着用する。

消火を行う者の保護 ： 消火活動では、耐熱手袋、保護衣、ゴーグル型保護眼鏡、

空気呼吸器を着用する。

                                            

６．漏出時の措置

   

人体に対する注意事項

保護具及び緊急時措置

: 風下の人を避難させる。漏洩した場所の周囲にロープを張

るか付近に警告を発するなどして人の立入りを禁止する。

: 漏洩した箇所の修理、その他の作業に当たるものは保護眼

鏡、保護手袋、保護長靴、保護衣、安全帽など必要な保護

具を着用する。

環境に対する注意事項 : 水で洗い流す時は、河川、海域等へ流入することによって

環境を汚染する恐れがあるから注意する。

封じ込め及び浄化の方法 : ポンプを停止するなどによって漏洩を止める。

及び機材 ; 漏洩事故を起こした場合は、必要な処置を行った後、直ち

に出荷者又は販売者へ連絡し、必要に応じて消防機関、保

健所、警察署へ通報する。

: 少量の場合は、土砂等に吸着させて取り除くか、又はある

程度水で希釈した後、消石灰、ソーダ灰等で中和し、多量

の水を用いて洗い流す。

: 多量の場合は、土砂等でその流れを止めるか、又は安全な

場所に導いて、できるだけ回収に努め、硫酸を吸着した土

砂は安全な場所に処分し、硫酸の回収後は、遠くから徐々

に注水してある程度希釈した後、消石灰、ソーダ灰等で中

和し、多量の水を用いて洗い流す。

                                            

７.取扱い及び保管上の注意
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取扱い : 取扱いは換気の良い場所で行うことが望ましいが、換気の

悪い場所では、ガスや蒸気を吸入しないよう呼吸器系保護

具を着用する。

: 有機物、硫酸塩、炭化物、塩素酸塩、金属粉など反応性の

大きい物質と離れた場所で取り扱う。

: 硫酸が体に触れて薬傷を起こさないよう作業員は必ず必

要な保護具を着用し、かつ作業場付近に十分な水を用意し

ておく。

: 硫酸容器は破損しないよう十分注意して取り扱う。

: ポリエチレン容器等の栓を取るときは、硫酸の噴出の恐れ

があるから、顔や手を容器の口に近づけない。

: ドラムの栓を外すときは,ドラムの片側に立って顔を遠ざ

けて徐所に 1 回転未満ゆるめ、内部の圧を抜き、更に徐々

にゆるめて取り外す。

: 容器から硫酸を取り出すときは、まず固定して動かないよ

うにし、特別に造られた傾斜装置、安全サイホンなどを用

いて注意深く作業する。容器の破損や硫酸の噴出の恐れが

あるので空気圧を利用して取り出してはならない。

: 硫酸を希釈するときは、必ず水を撹拌しながら硫酸を少量

ずつ加える。逆に硫酸に水を加えると急激な発熱によって

酸の飛沫が飛ぶことがあるから行ってはならない。

: 硫酸の入っているドラム、タンクローリー、タンク車、貯

蔵タンク（いずれも鋼製の場合）の中では水素が発生する

恐れがあるから、内容物の有無に拘らずドラム、タンクの

近くで喫煙や、火の使用は禁止する。また、これらをハン

マーでたたいて火花を発する等の行為は行ってはならな

い。

: 空の容器は、出荷者へ返送する前に硫酸を完全に排出して

おく。

保 管 : 濃度の薄い硫酸は、鉄を溶かす性質があるから、保管は鉛

またはプラスチック等の耐酸材料を使用した容器を用い

る。

: 他の薬品、有機物などから遠ざけて貯蔵する。

: 硫酸が漏出しても地下に浸透しないように床は耐酸材料

で施工する。

: ポリエチレン瓶等の小型容器は、なるべく直射日光を避け

て冷暗所に貯蔵する。

: ドラムは内圧を除くため、貯蔵期間が長期にわたる時は毎

週 1 回程度ガス抜きをする。

: 漏出した硫酸が貯蔵所外に流出しないように流出防止施

設を設ける。

                                            

８.ばく露防止及び保護措置

設備対策 : 取扱い場所近くに手洗い、洗眼設備を設け、その位置を明

瞭に表示する。

管理濃度 : 設定されてない。

許容濃度 :

* ＡＣＧＩＨ（1992～1993 年）

   ＴＬＶ－ＴＷＡ（1日 8 時間、１週４０時間荷重平均許容
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濃度） 0.2㎎/ m³

* 日本産業衛生学会勧告値（2007 年）

１㎎/ m³ （最大許容濃度）

保護具: 硫酸を取扱うときは、作業に応じて下記の中から必要な保護具を着用する。

    * 呼吸器の保護具   ：酸素呼吸器・防毒マスク（亜硫酸ガス用）等

         *  手の保護具     ：耐酸性（ゴム等）の手袋           

                 *  目の保護具     ：保護眼鏡、顔面シールド等

                   *  皮膚及び身体の保護具：安全靴、安全帽、保護衣、前掛け等

                                            

９．物理的及び化学的性質

  

外観（形状、色など） ： 常温では無色透明の液体。工業用は僅かに着色している

こともある。

臭い ： 無臭

融 点  ： －40℃以下（34%）、－40℃（62.5%）、－40℃（74.7%）

凝固点  ： －56.4℃（34.6%）、－31.9℃（62.2%）、－39.7℃（72.8%）

沸 点 ： 110℃（34.6%），144℃（62.2%）、180℃（74.4%）

蒸気圧（全圧）30℃ ： 23.8mmHg（3.17kPａ）（30%），

5.41 mmHg（721Pa）（60%）

0.183 mmHg（24.4Pa）（80%）

比 重（15℃/4℃） ： 1.2552（34%），1.5299（62%），1.6740（75%）

                                            

１０．安定性及び反応性

安定性 ： 硫酸は水と溶解して多量の熱を発生するが、硫酸自体は

燃焼しない。

危険有害反応可能性 ： 加熱すると最初水蒸気を発生し、加熱を続けると硫酸蒸

気を発生する。水と混合すると発熱する。鉄等イオン化

傾向の高い元素と反応して水素を発生する。

                                            

１１．有害性情報

急性毒性 ： 飲み込んだ場合は重度の障害を起こし、死亡することが

ある。

経口（硫酸） ： ラット ＬＤ50  2140 ㎎／㎏ （硫酸濃度 21.6%）

吸入（硫酸ミスト） ： 人 ＴＣＬ0  800μｇ／m³

吸入（硫酸ミスト） ： モルモット（成熟）ＬＣ50 50 ㎎／m³・8 時間（ﾐｽﾄ粒径 1

μｍ）

吸入（硫酸ミスト） ： ラット ＬＣＬ0  178ppm・7時間

（ＬＤ50 は 50%致死量、ＴＣＬ0は最小中毒濃度、ＬＣ

50は 50%、致死濃度、ＬＣＬ0 は：最小致死濃度）

皮膚腐食性及び皮膚刺

激性

： 皮膚に接触すると重度の薬傷を起こす。

眼に対する重篤な損傷

又は刺激性

： 蒸気は刺激性がある。目に入ると失明することがある。

呼吸器感作性 ： データなし

皮膚感作性 ： データなし

生殖細胞変異原性 ： データなし

発がん性 ： 硫酸を含む無機強酸のミストへの職業的暴露について

は、国際がん研究機関（ＩＡＲＣ）（1992）ではグループ

１、米国産業衛生専門家会議（ＡＣＧＩＨ）（2004）では
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Ａ２、米国国家毒性プログラム（ＮＴＰ）（2005）ではＫ

に分類されているが、硫酸そのものについては、いずれ

の機関も発がん性を分類していない。

特定標的臓器・全身毒性

（単回暴露）

： 臓器の障害（呼吸器系）（区分 1）

特定標的臓器・全身毒性

（反復暴露）

： 長期又は反復ばく露による臓器の障害（呼吸器系）（区分

1）

慢性毒性 ： 硫酸蒸気又はミストを繰返し吸入した場合は、上気道炎

又は気管支炎を起こすことがある。長期間にわたって吸

入すると更に重度の呼吸器疾患を起こす恐れがある。ま

た、歯牙酸食症を起こすことがある。

                                            

１２．環境影響情報

生態毒性

水生環境有害性

（急性）

： 魚類(ブルーギル) 96 時間ＬＣ50＝16-28 ㎎／Ｌ （ＳＩ

ＤＳ，2003）から水生環境有害性（急性）を区分３とし

た。

残留性・分解性 ： 情報なし

生態蓄積性 ： 情報なし

土壌中の移動性 ： 情報なし

他の有害影響 ： 情報なし

                                            

１３．廃棄上の注意

残余廃棄物 ： 「７．取扱い及び保管上の注意」の項を参照しながら、

そのまま廃棄せず、消石灰等で中和してから「廃棄物の

処理及び清掃に関する法律」に従って廃棄する。

汚染容器及び包装 ： 使用済みの包装容器は内容物を完全に除去した後、都道

府県知事の許可を得た産業廃棄物処理業者に処理を委託

する。

                                            

１４．輸送上の注意

「７.取扱い及び保管上の注意」の項を参照すること。

国連番号  : 1830（濃度が 51 質量%を超えるもの），2796（濃度が 51

質量%以下のもの）

国連分類 : クラス８（腐食性物質・容器等級Ⅱ）

海洋汚染物質 : Ｙ類物質

港則法 : 腐食性物質

船舶安全法 : 腐食性物質

航空法 : 腐食性物質

輸送時の安全対策及び条件

: 他の物質との混載はなるべく避ける。

: 硫酸の移動、容器への充填、積込、荷降ろし等の作業を行

うときは、適切な保護具を着用する。

: 衝撃、転倒、墜落等によって容器から硫酸が洩れたり、飛

散したりしないよう慎重に取り扱う。
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: 車両で多量の硫酸を運搬するときは、できるだけ交通量の

少ない道路を選び、硫酸の漏出などのため災害発生の恐れ

があるときは、応急処置を講じるとともに、必要に応じて

消防機関、保健所、警察署などに連絡する。

（「６．漏出時の措置」参照）

  : 車両で運搬する場合、積み替え、休憩、車両事故等のため

一時停止するときは出来るだけ安全な場所を選ぶ。

                                            

１５．適用法令

（１）毒物劇物取締法:第２条 劇物 別表第２（８９硫酸）

○毒物及び劇物取締

法施行令

第４０条の５の２（運搬方法）

１ 厚生労働省で定める距離を越えて運搬する場合には、車両１台について

運転者のほか交代して運転するものを同乗させること。

別表第２ （23 硫酸及びこれを含有する製剤［硫酸 10 質量%以下を含有す

るものを除く］）

○毒物及び劇物指定令

第２条（劇物）（104 硫酸を含有する製剤。ただし、硫酸 10 質量%以下を含

有するものを除く）

○毒物及び劇物取締法施行規則

第４条の２（農業用品目販売業者の取扱う毒物及び劇物）

別表第１ 劇物（62 硫酸及びこれを含有する製剤。ただし、硫酸10質量%以

下を含有するものを除く）

第４条の３（特定品目販売業者の取扱う劇物）

別表第２（20 硫酸及びこれを含有する製剤。ただし、硫酸10質量%以下を

含有するものを除く）

（２）労働安全衛生法:第５７条の２（文書の交付等）

○労働安全衛生法施行令

第６条（作業主任者を選任すべき作業）

別表第３ 第３類物質

第１８条の２（名称等を通知すべき危険物及び有害物）

別表第９（613 硫酸）

○労働安全衛生規則

第３４条の２（名称等を通知すべき危険物及び有害物）

別表第２の２ 硫酸（１質量%未満を除く）

第３２６条 腐食性液体

○特定化学物質等障害予防規則

第２条（定義等）特定化学物質 第３類物質

別表第２（9 硫酸 ただし、含有量が１質量%以下のものを除く）

第２７条（特定化学物質等作業主任者の選任）

（３）労働基準法:第７５条第２項（療養補償）

○労働基準法施行規則

第３５条（業務上の疾病の範囲）

別表第１の２ 第４号１（化学物質等による疾病）

○厚生労働大臣が指定する単体たる化学物質及び化合物並びに厚生労働大臣が

定める疾病を定める告示

硫酸（皮膚障害、前眼部障害、気道・肺障害又は歯牙酸蝕）

（４）消防法:第９の３（圧縮アセチレンガス等の貯蔵、取扱いの届出）
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[消防活動阻害物質] 

○危険物の規制に関する政令

第１条の１０（無水硫酸２００ｋｇ以上）

別表第２（16 硫酸 ２００ｋｇ以上）

○危険物の規制に関する政令別表第1及び同令別表第2の総務省令で定める物質

及び数量を指定する 省令

第２条（65 硫酸を含有する製剤[硫酸60%以下を含有するものを除く]）

（５）麻薬及び向精神薬取締法 :
○麻薬及び向精神薬取締法施行規則

第４５条の５（輸入及び輸出の届出を要しない麻薬向精神薬原料の量）

硫酸及びこれを含有する製剤（硫酸２０kgを含有する量）

第４５条の８ (適用除外) 硫酸10質量%以下

○麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令

第４条(麻薬向精神薬原料) 

（６）外国為替及び外国貿易管理法 :指定貨物

○輸出貿易管理令

第２条 (輸出の承認) 別表第２

第４条（特例） 別表第７（濃度 10 質量%超、総価額３０万円超）

○輸入貿易管理令

第４条 (輸入の承認) 輸入公表(濃度10質量%超、２０kg超) 

（７）大気汚染防止法 :

○大気汚染防止法施行令

第１０条 (特定物質)

（８）水質汚濁防止法 :第２条４項、施行令第３条の３ (指定物質)
（９）海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律:

○海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令

第１条の２(海洋環境の保全の見地から有害である物質) 

別表第１ Ｙ類物質

（１０）船舶安全法 :

○危険物船舶運送及

び貯蔵規則

第３条（分類等） 腐食性物質

第１０８条（腐食性物質の運送に使用する容器及び包装）

○船舶による危険物の運送基準を定める告示:

第２条（危険物等）

別表第１ 腐食性物質 UN No.1830 硫酸（濃度が51質量%を超えるもの）

                    UN No.2796 硫酸（濃度が51質量%以下のもの）

第２条（危険物等）及び第３条（項目等）

別表第８の３ 腐食性物質 UN No.1830 UN No.2796

（１１）港則法 :

○港則法施行規則

第１２条（危険物の種類）腐食性物質 UN No.1830   UN No.2796

（１２）航空法:第８６条（爆発物等の輸送禁止）

○航空法施行規則 第１９４条（輸送禁止の物件） 腐食性物質

○航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示

第２条（分類及び区分）腐食性物質

別表第１ 硫酸（濃度51質量%以上で希釈されたもの）
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硫酸（濃度 51 質量%以下のもの）

（１３）道路法 :

○道路法施行令

第１９条の１３（車両の通行の制限） 通行制限物質

（１４）廃棄物の処理及び清掃に関する法律:

○第１５条 廃酸・廃アルカリの中和等の産業廃棄物処理施設を設置しようとす

る者は、管轄する都道府県知事の許可を受ける。

（１５）化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（化審法）:

○第 8 条 （製造数量等の届出）

化審法施行令 第 5条 法第 8 条第 1項第 2 号

（同条第 2項において準用する場合を含む）の政令で定める数量は 1 トン

とする。

                                            

１６．その他の情報

  「記載内容の取扱い」

   記載内容は、現時点で入手出来た資料、情報、データ等に基づいて作成しており、新た

な知見によって改定されることがあります。記載データや評価に関しては、情報の提供

であって、どのような保証をするものでもありません。なお、注意事項は通常の取扱い

を対象としたものですから、特別な取扱いをする場合には、新たに用途、用法に適した

安全対策を実施の上、お取扱いください。


